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第１章 登米市地域水道ビジョン策定に当たって 

１－１ 策定の趣旨 

近年の節水型社会の進行や人口減少等を背景とした水需要の低迷、老朽施設の更新

など水道事業を取り巻く社会情勢はますます厳しさを増しております。施設の大規模

な更新が必要となる中で安全・快適な水の供給や災害時にも安定的な給水を行うため

の施設水準の向上等に向けた取組が求められるとともに、その基礎となる運営基盤の

強化や技術力の確保等が必要とされています。 
厚生労働省は、平成１６年６月に「水道ビジョン」を作成し、水道関係者の共通の

目標となる水道の将来像とそれを実現するための具体的な施策、工程を示し作成を求

めているところです。さらに、平成２０年７月にはＩＳＯ／ＴＣ２２４（上下水道サ

ービスの国際的基準）に対応して業務指標が規格化されたことや各施策目標の中の重

点項目の明示等の項目が追加され、より充実した具体的な指針とするため『世界のト

ップランナーを目指してチャレンジし続ける水道』をスローガンに本ビジョンを改訂

し、水道事業者の取組推進を図っております。 
本市では、ほぼ全ての市民が水道を利用できるまでに普及しました。しかしながら、

少子高齢化、人口の減少、環境問題など社会経済の動向や節水型社会の浸透、水道水

の安全・安心の確保、経年劣化した施設の更新、水道利用者のニーズへの対応等様々

な課題に直面しております。 

安心・安全な水道水を将来にわたって安定して供給し続けるために、現状の課題を

明らかにし、今後の登米市水道事業が目指すべき姿や具体的な施策を示すものとして

「登米市地域水道ビジョン」を策定することとしました。 

同時に、このビジョンは、登米市水道事業の戦略計画として位置付けられるもので

あり、その確実な実行を毎年次ごとの到達度や検証方法についても明らかにするもの

です。 

 
 
 
 
 
 

＊ ISO／TC224：国際標準化機構（ISO）は電気分野を除く工業分野の国際的な標準である国際規格を策定するための

民間非政府組織で、ISO の下で技術委員会（TC）が国際規格化作業を行なっている。「224」は TC 番号で TC 名称は

「飲料水供給及び下水施設サービス」。 

＊ 地域水道ビジョン：地域水道ビジョンとは、水道の現状と将来見通しを分析・評価し、水道のあるべき将来像（中

長期経営戦略）についてすべての水道関係者が共通目標を持って、その実現のための具体的な施策や工程を示した

もの。 
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１－２ 計画期間と目標年次 

平成２１年度を初年度とし、計画目標年次は平成１８年に策定した登米市総合計画

を踏まえて、登米市水道事業の認可目標年度である平成２８年度とします。 

開始年次  平成２１年度 

目標年次  平成２８年度 

 

計 画 名
地域水道ビジョン

登米市総合計画
登米市行財政改革大綱
集中改革プラン

水道事業認可
年度平成 18 19 20 25 26 27 2821 22 23 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊集中改革プラン：総務省が地方公共団体に対して示した「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指

針」（平成17年3月29日）に基づき策定されるプランで、「行財政改革大綱」の具体的な取組みを集中的に実施する計

画。 

＊水道事業認可：水道事業は電気・ガス事業と同様に公益事業と呼ばれ、国は公共の利益を保護するため積極的な関

与が必要との観点から経営や事業内容の変更などの運営に関しては認可制としている。 
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１－３ 位置付け 

「登米市地域水道ビジョン」は、登米市の全体計画である「登米市総合計画」との

整合を図りつつ、「水道事業の認可」や「登米市行財政改革大綱」及び「集中改革プ

ラン」等とも連係するものとして策定しています。 

本ビジョンに示した目標は，今後、実施計画として具体化するために、施策推進の

方策を示しています。 

また、財政状況や水道利用者のニーズ、社会情勢などの変化を踏まえ、定期的な見

直しを図り効果的で着実な進行管理に努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登米市地域水道ビジョンの位置付け 

登

米

市

総

合

計

画

基本方向 ：人と自然が共生するうるおいのあるまちづくり 

施策の分野 ：生活環境 

施策の展開方向 ：上下水道の整備 

＊安全な水を安定的に安価で提供することを継続し、市民に安心して暮らせる環境づくり 

主な施策等 ：環境に配慮した水道事業の推進 

＊水道を取り巻く環境整備・保存に留意し、良質な水道水の供給を図ります。 

＊環境や健康に配慮するとともに、災害に強い水道を構築し安定供給を図ります。 

＊効率的な経営に努め、水道料金を抑制しながら次世代へ安定した経営を引き継ぎます。 

＊上水道事業と簡易水道事業の統合を進めます。 

 

     

 
提言・意見  

  
分析・評価・目標設定

登米市上水道事業 

運営審議会 

水道事業ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

（業務指標） 

 

提言・意見

行財政改革大綱 

集中改革プラン 

 

パブリックコメント 

水道事業認可 
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第２章 登米市水道事業の概要 

２－１ 登米市の変遷 

本市を構成する迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町

及び津山町は、明治、昭和の合併を経験し行財政基盤の拡大を図りながら、平成１７

年４月１日に登米市として合併しました。 
 

図 2.1 登米市の変遷 
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２－２ 登米市の概要 

（１）登米市の位置と地勢 

本市は、宮城県の北東部に位置し、北部は岩手県、西部は栗原市、南部は石

巻市及び遠田郡、東部は本吉郡に接し、面積は 536.38  で、県全体の 7.36％を

占めている。圏域の中心である迫町と周辺主要都市との直線距離は、仙台市まで

70km、大崎市古川まで 25km、石巻市まで 30km、一関市まで 30km となっ

ています。 
地勢は、西部が丘陸地帯、東北部が山間地帯で、その間は広大で平坦肥沃な

登米耕土を形成、県内有数の穀倉地帯となっています。 
河川は、迫川、夏川が圏域のほぼ中央を北西から東南に貫流し、圏域東側を

北から南に流れる北上川と旧北上川を介して合流しており、農業用水や上水道

の水源になっています。また、圏域北西部には白鳥、ガン等が飛来するラムサ

ール条約指定登録湿地の伊豆沼・内沼、長沼、さらに南部には平筒沼があり、

水の里としての様相を呈しています。 

図 2.2.1 登米市の位置 
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（２）面積と土地利用 

本市の面積は 536.38  であり、地目別では森林・原野 223.44  （42%）が

最も多く、農用地 188.1  （35%）、宅地等 27.32  （5%）となっており、自

然豊かな市であります。 
図 2.2.2 土地利用の状況 

土地利用の状況

42%

35%

8%

6%
5% 4%

森林・原野 農用地 水面・河川・水路 道路 宅地等 その他

 
 

（３）人口・世帯 

本市の総人口は、平成１７年には 89,316 人で、昭和６０年の国勢調査時よ

り 9,866 人(約 10%)減少しています。 
世帯数は 25,048 世帯で増加を続けていますが、１世帯当たりの人数は減少

しており、核家族化が進行しているといえます。 
図 2.2.3 人口の推移 

人口の推移
99,182

98,231

96,832

93,769

89,316

88,000

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

100,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

（資料：国勢調査）

 
 

 

資料：市税務課（概要調書）

人 
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図 2.2.3 世帯数等の推移 

 

世帯数等の推移

22,994
23,270

24,192

24,929 25,048
4.3

4.2

4.0

3.8

3.6

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

24,000

24,500

25,000

25,500

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

世帯

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9
4

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

人

世帯数（世帯) 一世帯あたりの人数

（資料：国勢調査）

 
 

4.0
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２－３ 登米市水道事業の沿革 

（1）登米市誕生まで 

登米市水道事業は平成１７年４月１日、登米地方の９町の合併に伴い創設しました。 
  合併以前の水道事業は、迫町、登米町、中田町、豊里町、米山町、南方町、津山町に

よる一部事務組合「登米地方広域水道企業団」による広域水道事業と東和町水道事業、

石越町水道事業、そして津山町横山簡易水道事業がありました。合併にあたっては水

道事業を統合し「登米市水道事業」とし、平成１９年４月には横山簡易水道を統合し

１市１水道を実現しました。 
   登米地方広域水道企業団は昭和４９年５月に用水供給事業として設立され、昭和５

４年９月に受水団体である登米水道企業団（迫町、登米町）と中田町、豊里町、米山

町、南方町、津山町の水道事業と統合し、水道事業を行うことになりました。東和町

水道事業は昭和５４年に米川簡易水道事業、米谷簡易水道事業を統合し創設し、その

後楼台簡易水道を平成１５年に統合しました。石越町水道事業は平成３年に芦倉簡易

水道、小谷地簡易水道、渋川簡易水道を統合し創設しました。津山町横山簡易水道事

業は平成１６年に横山地域の団体営の簡易水道事業や小規模水道事業を統合しまし

た。 
 

図 2.3.1 水道事業の状況 

 

保 呂 羽 浄 水 場 系 

迫 町、登米町、中田町、

豊里町、米山町、南方町、

津山町（柳津地区） 

遠田郡涌谷町一部 

北
上
川 

31,300ｍ３/日 

大
関
川 

二
股
川 

迫 

川 

石越浄水

場 水 系東和水系 

3,221ｍ３/日 2,184ｍ３/日

登 米 市 水 道 事 業
市 民

需要者

・錦織水系浄水場系（880）

・米谷水系浄水場系（1,220）

・米川水系浄水場系（1,000）

・楼台浄水場系（121） 大
萱
沢
川 

大 萱 沢 

浄 水 場 系 

840ｍ３/日 

＊数値は「計画一日最大取水量」 

-8-



  

（2）登米市誕生以降 

平成１７年４月の創設水道事業認可は、既存の水道事業（登米地方広域水道事業、

東和町水道事業、石越町水道事業）の既認可値を単純に足し合わせたものであること

から、この認可値が実状にそぐわないところがありました。また、津山町の横山簡易

水道事業をそのまま登米市に引き継いだことから「１市１水道」を目指し、水道事業

認可の変更を進めてきました。 
平成１９年度から簡易水道事業の統合と給水区域の拡張による「１市１水道」がス

タートし、平成２０年度には２つの浄水場の「浄水方法の変更」に関する変更認可申

請を行ったところです。 
変更の概要は下表のとおりです。 
 

表 2.3.2 認可状況 

項目 既認可（創設事業） 認可変更届 変更認可申請

１．給水区域

・登米市迫町、登米
町、中田町、豊里町、
米山町、南方町の全域
と東和町･石越町・津山
町の一部

・石越町駅前地区、東
和町山沢・余玉を除く
登米市全域と涌谷町小
里の一部

同左

２．計画給水人口 　　　97,601人 　　　88,770人 同左

３．計画一日最大給水量 　　　35,862ｍ
３
/日 　　　36,700ｍ

３
/日 同左

４．浄水方法の変更

　①米谷水系浄水場 塩素処理 同左 塩素処理＋紫外線処理

　②米川水系浄水場 塩素処理＋曝気処理 同左
塩素処理＋曝気処理

＋紫外線処理

５．適用年月日 平成１７年４月１日 平成１９年４月１日 平成２０年４月１日

６．計画目標年度 平成２５年度 平成２８年度 同左  
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第３章 登米市水道事業の現状と課題 

３－１ 水需要の見通し 

（１）人口の動向 

行政区域内人口の推計は他の推計値と比較したところ、推計値での行政区域内

人口は平成１９年度末の 88,708 人が平成２８年度末には 83,310 人まで減少する

ものと想定しています。 
給水人口は行政区域内人口の動態に比例し、平成１９年度末の 87,159 人が平

成２８年度末には 82,830 人まで減少するものと想定しています。 
 

図 3.1.1 行政区域内人口及び給水人口の状況 
 

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

90,000

92,000
行政区域内人口 給水人口

行政区域内人口 90,850 89,867 88,708 87,379 86,780 86,180 84,740 83,310

給水人口 89,082 88,136 87,159 85,903 85,552 85,210 84,000 82,830

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８

 

 

 

 

 

人 
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（２）水需要の見通し 

核家族の進行や下水道の普及による一人当たりの使用水量は増加傾向にある

ものの、長引く景気の低迷や給水人口の減少が見込まれ、更に節水意識の高まり

により、水需要は今後もほぼ横ばいであると想定しています。 
平成１９年度の水道使用者の状況は下記のとおりですが、メーターの小口径の

割合が大きいことから、人口や気候の変化に使用量が敏感に反応するという特徴

を持っています。 
 

表 3.1.2 平成 19 年度の水道使用者の状況（口径別） 

件数 割合 水量（m3） 割合 金額（千円） 割合

小口径 339,533 97.90% 6,041,649 74.80% 1,596,415 73.40%
中口径 6,477 1.90% 1,036,593 12.80% 346,856 15.90%
大口径 749 0.20% 994,216 12.40% 232,693 10.70%
合計 346,759 100.00% 8,072,458 100.00% 2,175,964 100.00%

調定金額調定水量
メーター口径

調定件数

 
＊統計資料とするため、２月１２日の事故による減額はなかったものとしての数値である。 

 
 

有収水量は過去１０年間の実績値から時系列分析を行い、平成１９年度の

22,196  /日に対し、平成２８年度は 23,490  /日に増加すると認可時に想定し

ています。 
 

図 3.1.2 水量の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

90,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

給水人口 89,082 88,136 87,159 85,903 85,552 85,210 84,000 82,830

一日平均給水量 27,169 27,541 27,871 27,324 27,650 27,750 27,760 27,860

一日最大給水量 32,218 32,026 36,002 31,435 36,380 36,510 36,530 36,700

一日平均有収水量 22,422 22,441 22,196 22,123 23,140 23,280 23,350 23,490

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８

人 
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３－２ 安心 

（１）水資源の効率的運用 

市内全域に水道水を送るために、本市の水源は３箇所の河川水（水利権許可を

有するもの）と４箇所の地下水等の計７水源から取水し、各浄水場で、次亜塩素

酸ナトリウムによる滅菌処理をして給水しています。 
全体の 83.4％は保呂羽浄水場でまかなっています。水道事業者の自己意思によ

り運用できる水資源は全体の 8.5％と低いものであることから、今後は災害時等に、

水系を越えた水運用ができる施設に整備し、限られた水資源の効率的運用が必要

であります。 
 

表 3.2.1 計画一日最大取水量の状況 
北上川水系

北上川
表流水

北上川水系
迫川
表流水

北上川水系
大関川
伏流水

地下水 地下水 地下水
大萱沢
表流水

計

保呂羽浄水場 石越浄水場 錦織水系浄水場 米谷水系浄水場 米川水系浄水場 楼台浄水場 大萱沢浄水場

31,300 2,184 880 1,220 1,000 121 840 37,545  

（２）水質管理 

   本市では、水源から蛇口に至るまでの各過程における水質を的確に把握し、水

道水の水質管理を確実に行うために毎年「水質検査計画」を策定し、水質検査項

目や検査回数、検査地点を定め適切な水質検査を行い公表をしています。 
   現在、水質基準の不適合項目はありませんが、環境の変化にも機敏に対応した

管理を行うことが求められております。 
     平成２０年２月１２日２２時、基幹施設である保呂羽浄水場において配水濁度

上昇に伴う水質事故が発生しました。事故の内容は、水質基準値を超える濁度・

色度の水を供給したものです。事故の原因は、沈澱池清掃における準備作業とし

て沈澱池（集水池）の水を強制的にろ過池へ送る作業が不適切であったことによ

るものです。これは、水中ポンプを設置して集水池の水をろ過池へ送る作業その

ものが浄水作業フローにそぐわないものであり、また作業そのものの危険性を理

解し細心の注意をもって作業を実施しなかったことによるものです。 
     この事故を教訓として「水道事故再発防止のための対策要綱」を定め、再びこ

のような事故を起こさない体制を整えておりますが、より一層の安全・安心の施

策が求められております。 
 
 
 
 

 
 

（単位： ） 
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業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

望ましい 

傾向 

1104 
水質基準不適合

率 
％ 0 0 0 0 0 

1106 

塩素臭から見た 

おいしい水達成

率 

％ 0.0 0.0 0.0 0.0 ↑ 

1107 

総トリハロメタ

ン濃度水質基準

比 

％ 58.0 63.0 63.0 65.3 ↓ 

 
３－３ 安定 

（１）施設の老朽化及び耐震性 

     本市の水道事業も全国的な傾向と同様に、普及率向上のために構築されてきた

施設等が老朽化してきており、ポンプ施設や電気・機械設備などの施設が更新の

時期を迎えてきています。また、給水面積が広く需要者が点在していることによ

り、管路の総延長は 1,349ｋｍに達し、それはくりこま高原駅から広島駅までの

距離に相当します。老朽管の更新事業は継続して実施しており、今後においても

経営状況が厳しさを増す中でありますが、安定的な水を確保していくためには計

画的な管路の更新が必要であります。 
また、水道は災害時などの緊急時において、住民の生活に密接に結びついたラ

イフラインとして、安定的な水の確保をどのように図るかが課題となっています。

市内各所に配置されている配水池も、災害時の重要な給水拠点となる施設であり

ます。現在、緊急遮断弁の設置事業を行っていますが、今後予想される宮城県沖

地震等に備え、なお一層の給水態勢の強化、耐震化や緊急時貯水槽の設置等施設

の整備が求められています。 

業務指標№ 業務指標名 単位 
平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

19 年度 

望ましい 

傾向 

2101 経年化浄水施設率 ％ 0 0 0 0 ↓ 
2102 経年化設備率 ％ 53.3 46.7 41.2 39.2 ↓ 
2103 経年化管路率 ％ 3.9 3.9 34.7 33.3 ↓ 
2104 管路の更新率 ％ 0.8 1.5 1.1    5.1 ↑ 
2205 給水拠点密度  6.4 6.7 5.0    5.0 ↑ 
2207 浄水施設耐震率 ％ 91.5 91.5 89.4   89.4 ↑ 
2210 管路の耐震化率 ％ 20.2 20.6 20.2   20.3 ↑ 

箇所／100ｋ㎡
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３－４ 持続 

（１）財政状況 

本市の水道普及率は 98.7％に達し、好調な経済情勢と水需要の増加に支えられ、

右肩上がりの経営でありましたが、近年給水人口の減少や高齢化に伴い給水量が

鈍化の傾向となっています。 
このような状況においては、「日々の業務をどうこなすか」ということを重視す

るのではなく「将来の水道事業のあるべき姿」という長期的な視点に立った経営

が求められています。今後は老朽施設の更新や連絡管整備及び耐震化整備等、給

水収益の増加につながらない多額の建設投資が必要となっています。 
これまでは、企業債を主な財源としていたことから多額の企業債残高となり料

金の高額化や経営を圧迫することになりました。これからの「維持・更新」のた

めの建設投資にあたっては、財源調達の慎重な検討が必要となっています。 
   また、「登米市集中改革プラン」では具体的な取組や目標を掲げていますが、水

道事業においても更なる民間的経営手法の導入や事業の合理化、効率化を更に進

める必要があります。 
 

業務指標№ 業務指標名 単位 
平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

望ましい 

傾向 

3002 経常収支比率 ％ 112.9 112.3 107.1 111.0 ↑ 

3012 
給水収益に対する

企業債残高の割合 
％ 562.1 549.5 592.7 570.4 ↓ 

3022 流動比率 ％ 265.3 287.3 422.2 406.0 ↑ 
3023 自己資本構成比率 ％ 39.1 42.67 43.79 45.65 ↑ 
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（２）水道技術の継承 

水道事業者の責務である安全・安心で良質な水の安定供給を行うため、水道運

営に必要な技術を次の世代へ継承していく必要があります。 
     また、新たな課題や水道利用者の多様なニーズに的確に対応するため、社会環

境の変化と危機に対応できる能力及び感性を有する職員（人材）の育成が必要で

あります。 
     本市の水道事業においても「2007 年問題」といわれる団塊の世代の退職や人

事異動等により，技術力の低下が課題として挙げられます。 
 

業務指標№ 業務指標名 単位 
平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

望ましい 

傾向 

3105 技術職員率 ％ 46.0 46.9 40.8 47.6 － 

3106 
水道業務 

経験年数度 
年/人 25 23 22 17 － 

 
（３）需要者満足度の向上及びサービス充実 

近い将来発生することが予測されている宮城県沖地震等の大災害に備え、広報

紙やホームページ等を通じてさらに防災知識の普及啓発や災害情報の提供等充

実させる必要があります。 
また、水道事業は需要者から支払われる水道料金によって成り立っていること

を再認識し，情報の発信だけでなく利用者の声を聞き、サービス向上を図る必要

があります。 
貯水槽水道の維持管理について、衛生問題を解消するために設置者への指導を

強化する必要があります。 
 

業務指標№ 業務指標名 単位 
平成 

17 年度 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

望ましい 

傾向 

3203 
アンケート情報 

収集割合 
人/1000 人 0.0 2.2 2.1 2.6 － 

3205 
水道サービス 

に対する苦情割合 
件/1000 件 0.3 0.5 24.0 1.2 ↓ 

5115 貯水槽水道指導率 ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 ↑ 
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３－５ 環境 

（１）環境保全への貢献 

安全、安心、安定した水の確保をするために、水道事業者は積極的に環境保護

に取り組まなければなりません。特に水道事業の基本である原水の水質・水量の

ために“もっときれいに”、“もっと豊富に”という積極的な環境保全へ貢献する

必要があります。 
 

業務指標№ 業務指標名 単位 
平成 

17 年度 

平成 

18 年度

平成 

19 年度

平成 

20 年度

望ましい

傾向 

1005 
取水量１ あたり

水源保全投資額 
円/ｍ３ 0.0 0.0 0.0 0.0 ↑ 

4006 

配水量１ 当たり

二酸化炭素（CO2）

排出量 

g.co2／ｍ3 0.0 248.8 226.6 252.1 ↓ 
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第４章 基本理念と施策目標 

４－１ 基本理念 

水道事業を取り巻く状況が厳しくなる中で、本市水道事業は、施設や体制を整備し

ながら、水道水の供給という重要なサービスを提供し続け、水道事業者の責務である

「安全で安心な水道水を安定的に供給するとともに、環境に配慮した事業実施に努め

る」ことを将来にわたり果たしていく必要があります。 
   そのために、将来あるべき姿を目指した本市水道事業の基本理念を「市民が安心し

て暮らせる市の責任による水道事業の確立」とします。 
この基本理念をもって、需要者の立場に立った施策を展開するとともに、効率的な

事業運営に努めます。 
 

４－２ 施策目標 

水道事業は、安全な水を安定的に低廉な料金で供給することが最大の使命です。

しかし、近年は水のおいしさを求める声に代表されるようなさまざまなニーズへ

の対応や、行財政改革や規制緩和の推進など厳しい経営環境となってきているこ

とから一層の経営の効率化と自律的な経営が求められています。 
国においては、全国の水道事業体に共通するこれらの課題に的確に対応してい

くため、これからの水道事業体のあるべき姿として、「安心」・「安定」・「持続」・「環

境」・「国際化」の 5 つを長期的な政策目標に掲げています。 
   本市においても、これらのことを踏まえ、本計画で掲げた基本理念「市民が安心

して暮らせる市の責任による水道事業の確立」の実現に向けて、６項目の施策目標を

設定しました。この施策目標のもとさらに具体的な施策を設定し、水道事業を取り巻

く課題に対応できるように努めます。 
 
 

（１）安全・安心でおいしい水を提供します 

（２）安定した水道事業を構築します 

（３）災害に強い水道を目指します 

（４）効率的な経営を確立します 

（５）利用者に信頼される水道を目指します 

（６）環境にやさしい水道をめざします 

６つの施策目標 
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第５章 具体的施策 

５－１ 安全・安心でおいしい水を提供します 

（１）水源の保全 

北上川、迫川などの河川上流流域団体と連携しての啓発活動や水源涵養の観点

から水源付近への広葉樹林の植樹など水源保護に関する活動を積極的に行いま

す。  
 

ア 清掃活動 
    貴重な水資源を将来にわたって引き継いでいくために、関連団体のほか、市民

への参加も呼びかけ、水源付近での清掃活動を行います。 
 

イ 植樹活動 
登米市の供給される水のほとんどは、「北上川水系」からの水となっています。

上流水源域への支援は、将来の安定した水源の確保につながることからも、河川

上流流域団体と連携しての植樹運動に努めます。また、大萱沢浄水場付近への広

葉樹の植樹等に積極的に参加します。 
 
（２）貯水槽水道等への関与 

     貯水槽水道、小規模水道や自家用水道（井戸水等）については、上水道事業と

区切られていますが、市内に存在するこれらの水道について、関係機関（宮城県

登米保健所、登米市市民生活部環境課等）と連携し安全で安心な水の供給を継続

できるよう、積極的な取り組みを行います。 
 

ア 貯水槽水道への関与 
     貯水槽水道の設置者には、給水条例第４１条に定める指導、助言及び勧告を、

また貯水槽水道の利用者には条例第４２条に定める貯水槽水道の管理に係る情

報提供を積極的に行い、貯水槽水道の安全・安心が図られるようにします。 
 
 
 
＊貯水槽水道：水道及び専用水道以外の水道で、水道事業から供給を受ける水のみを水源とする水道。 

H20/12 末現在の状況は次のとおり 

迫町 登米町 中田町 豊里町 米山町 南方町 津山町 東和町 石越町 合計（件）

７３ ２１ ２０ １６ ２２ １８ ３ １０ ６ １８９ 

 10  以下のものは、小規模貯水槽水道 
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イ 小規模水道への関与 
     市内３箇所にある小規模水道に関しても、関係機関並びに小規模水道管理者と

共に安全で安定した供給が継続できるよう努め、小規模水道の有事の際は技術的

な支援をします。 
 

ウ 自家用水道使用者との関係 
市内の自家用水道使用者の数や水量等について関係機関と連携して状況を把

握します。 
 

業務指標№ 業務指標名 単位 
平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度

（目標値）

5115 貯水槽水道指導率 ％ 0.0 0.0 0.0 100.0 

 
（３）おいしい水の確保 

給水栓での水質検査を定期的に行いその結果を的確に分析・評価し、おいしい

水の供給に努めます。特に、残留塩素濃度については、系統にばらつきがないよ

う濃度を正確に把握し、給水栓で最適な塩素濃度となるよう管理徹底に努めます。

さらに、おいしい水の確保のため活性炭施設の整備を行います。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
＊小規模水道：寮、共同住宅、一団の住宅、集落等に布設され、かつ 30人以上 100 人を超えない者にその居住に必要

な水を供給するものなど。（県条例（昭 50年条例第 14号）第 2条に規定） 

H20/12 末現在の状況は次のとおり 

計画 計画一日 計画一日
給水人口 最大給水量 平均給水量

H15 42人 10.5m3/日 8.4m3/日 膜ろ過方式

H15 32人 8.0m3/日 6.4m3/日 膜ろ過方式

H01 2,054人/年 8.2m3/日 2.0m3/日 簡易ろ過方式

東和町大綱木地区簡易給水施設

東和町合の木地区簡易給水施設

登米町森林公園

創設 浄水方式施設の名称
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ア 安定的な塩素濃度の確保 
   本市の特徴のひとつでもある水道管延長が長いことから末端で残留塩素濃度

0.1mg/ を確保するため、浄水場での塩素注入率を高く設定しています。そのた

め、浄水場に近い地域ほど塩素臭が強く残っている状況です。塩素臭は、水のお

いしさを感じる妨げとなるので配水池や管路の中間点での塩素注入設備をつく

ることにより最適な濃度となるようにします。 

 
イ 水質管理体制の整備 

塩素濃度を適正にするために、塩素濃度測定地点を増やすとともに、管理体制

を強化します。 
 

ウ 活性炭施設の整備 

     
 

業務指標№ 業務指標名 単位 
平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度

（目標値）

1106 
塩素臭から見た 

おいしい水達成率 
％ 0.0 0.0 0.0 100.0 

1107 
総トリハロメタン

濃度水質基準比 
％ 63.0 63.0 65.3 50.0 

 
 
 
 
 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

塩素追加注入設備整

備事業 

 管路の適正な位置又は

配水池に塩素追加設備を

新設 

100,000 千円 H25～H28 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

粉末活性炭整備事業 

カビ臭などの異臭味対策

として、活性炭による脱臭

施設を新設 

100,000 千円 H28 
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５－２ 安定した水道事業を構築します 

（１）水道水の融通 

本市の７つの水系を連絡管で結ぶことにより、水運用の安定性や柔軟性が向上

するばかりでなく、水源の異常時の危機対応、多系統化による施設利用率の向上

を図り、水道水の安定的な供給を目指した事業を進めます。 
 

ア 連絡管の整備 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

緊急時用連絡管整

備事業 

 保呂羽水系と米谷水系、

保呂羽水系と大萱沢水系、1

号線と 2 号線を連結整備 

1,048,500 千円 H21～H25 

 
イ 水利権の統合 

北上川水系北上川、迫川及び大関川の水利権について、災害時や取水停止時な

どに相互に給水できるよう統合に向けて、関係機関との協議を行います。 
 

ウ ブロック管理 
塩素管理の適正など効率的な給水を行うために、ブロック管理を行います。 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

管路網整備（配水ブ

ロック化）事業 

適正な用水供給区域（配水

ブロック化）に合わせた管

網の整備と水圧調整弁の設

置 

250,500 千円 H24～H27 

 

 

業務指標№ 業務指標名 単位 
平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度 

  （目標値） 

1001 水源利用率 ％ 75.0 74.2 72.8 74.2 
1002 水源余裕率 ％ 14.6 4.3 19.4 2.3 

 

（２）水質事故の防止 

主要水道施設に侵入警報などの強化を含めたセキュリティシステムの導入を追

加します。合わせて、安全対策として浄水施設にバイオアッセイによる水質管理
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と取水自動停止装置の整備に努めます。ろ過設備のない浄水場にはクリプトスポ

リジウム等対策として紫外線照射装置を整備します。 
 
ア 侵入警報システムの導入     

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

配水池監視設備整

備事業 

 主要配水池に赤外線セン

サーを新設 
24,000 千円 H24 

   
イ 原水監視システムの導入   

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

浄水場遠方監視設

備整備事業 

バイオアッセイによる水質

管理と取水自動停止装置を

新設 

27,500 千円 H25 

 
ウ 紫外線設備の設置 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

紫外線処理設備整

備事業 

ろ過設備の無い、米川水

系浄水場に、クリプトスポリ

ジウム等対策として紫外線

照射装置を設置 

122,850 千円 H21 

 
 

＊バイオアッセイ：生物材料を用いて生物学的な応答を分析するための方法のことで、日本語では生物検定や生物学

的（毒性）試験と訳す。 

＊クリプトスポリジウム等対策：クリプトスポリジウムは細菌やウイルスとは異なり、原虫類で塩素に対して極めて

強い抵抗性があり（大腸菌の約 69 万倍の塩素抵抗性）、ヒトやその他のほ乳類動物に経口感染し、腹痛を伴う下痢

が続く。対策指針は、平成 19年 3月に厚生労働省で耐塩素性病原生物の予防対策をまとめたもの。 
＊紫外線設備設置：紫外線照射による消毒方法で、急速ろ過処理や膜処理等の浄水施設と比較して非常に廉価であり、

又消毒副生成物を生成せず後段に付加施設を要しないことなど，幾多の利点を兼ね備えた現実的な消毒技術でクリ

プトスポリジウム等対策技術として厚生労働省が認めている。 

 
 

（３）水道技術者の育成（技術基盤の確保） 
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水道の技術は日々進歩しており、複雑化するシステムや新しい制度等に対応で

きる人材の育成が必要となっています。そのため、各種研修に積極的に参加させ、

効率的な業務ができるよう職員の技術を向上させます。また、職員の資格取得に

ついても積極的に支援します。 
 

業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度

（目標値） 

3105 技術職員率 ％ 46.9 40.8 47.6 50.0 

3106 
水道技術 

経験年数度 
年/人 23 22 17 15 

 
（４）危機管理の強化(事故対応能力の向上） 

災害対策マニュアルをより具体化するため相互応援協定団体等と連携し、応援

受入体制等を含めた実践的訓練に取り組みます。また、災害時の資機材の保有、

保管量等の情報を周辺市町村との共有化に努めます。 
 

ア 職員の意識変革 
    災害や危機に対応していくために、職員の意識の変革を事例の研究や職場内研

修を実践しながら進めます。 
 

イ 応急訓練 
    地震等の災害時に、適切かつ迅速に対応し需要者に飲料水を確保するため、水

道事業所の防災訓練以外に、企業や自主防災組織向けに応急給水訓練を実施して

いきます。 
 

ウ 相互応援体制の強化 
    宮城県沖地震クラスの災害が発生した場合、広域的な応急給水や復旧作業が必

要となり、本市だけでの対応には限界があります。こうした有事にも迅速な対応

ができるよう日本水道協会、管工事業協同組合や水道資材業者との連携強化に努

めます。 
 
 

 

        

Ｈ20.4 月期災害訓練の状況 岩手・宮城内陸地震給水応援 
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（５）施設の適切な維持管理と更新 

アセットマネジメント（資産を効率よく管理・運用する手法）を導入し、計画

的・効果的な水道施設の更新や維持管理を行い、施設の長寿命化を図ります。 
     

（６）給水装置の適切な管理と工事の標準化 

     給水装置の管理は需要者が自ら行うこととなっていますので、維持管理に関す

る情報（老朽化の目安、地震後の漏水確認、冬季の凍結予防など）を積極的に提

供し給水装置の事故を予防します。 
   給水装置工事に関する資材の進歩や社会環境の変化に合わせ、指定給水装置工

事事業者（以下「指定工事店」という。）等からの技術提案などを取り入れ、需

要者にもわかりやすい形で給水装置工事に関する基準を定期的に見直します。 
     指定工事店に対する水道法や給水条例等の遵守を強化するとともに、研修会を

開催して技術的な向上を図ります。 
 
業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度

 （目標値） 

2218 
給水装置の 

凍結発生率 

 
0.1 0.0 0.03 0.0 

3205 
水道サービスに 

対する苦情割合 

 
0.5 24.0 1.2 1.0 

5106 
給水管の 

事故割合 

  
6.1 6.5 5.7 3.0 

 
 （７）近隣事業体との連携 

    水源の確保や維持管理、各種施設整備の維持、水道料金収納事務に至るまで水道

を取り巻く環境は広がりと変化が著しい状況にあります。これらの課題への取り組

みは登米市だけではなく河川流域の事業体や近隣事業体と連携をしてあたるもの

もあることから、これら団体と連携していくことを検討します。 
 

※ 既に岩手県盛岡市周辺の市町村では「ソフトな広域化」を掲げ、これらの事業

に取り組んでいる。 
 

 
＊アセットマネジメント：例えば、耐用年数 50年の資産を延命のための補修を順次行い、７０年目には大規模な補修

を行い、最終的に１００年までの長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減を図ることができるというイメー

ジ。 

件/1000 件

件/1000 件

件/1000 件
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５－３ 災害に強い水道を目指します 

（１）基幹施設の更新及び耐震化 

基幹施設の更新及び耐震化を強力に推進します。 
 

ア 浄水設備の更新 
建物（ＲＣ造り）の処分制限期間は６５年、電気機械設備は１５年とされてい

ますが、適正な施設の改良と設備の更新を行うことによって、更なる長寿命化を

図っていきます。 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

下り松取水塔更新事業 
取水塔壁改修と取水設

備の更新 
412,500 千円 H21～H27 

保呂羽導水施設更新事

業 

２段汲み上げ方式への変

更に伴う導水施設の新設 
570,000 千円 H24～H27 

電気・機械・給排水・計

装・水質計器設備の更新 
847,000 千円 H21～H27 

保呂羽浄水場更新事業 

 水質機器の更新 64,150 千円 H21～H25 

錦織水系浄水場更新事

業 

ろ過設備、浄水濁度計の

更新 
78,000 千円 H21 
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イ 老朽管の更新 

平成７年度より計画的に老朽管の更新事業を積極的に進めてきましたが、市内

にまだ２０ｋｍ以上の石綿セメント管が残存しており、平成２３年度までに安全

性の高い配水管へ更新します。また、耐震性の低い鋳鉄管や塩化ビニール管で老

朽化したものを順次更新していきます。 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

老朽管更新事業（石

綿ｾﾒﾝﾄ管整備事業） 

 管体が脆弱で事故率の高

い石綿セメント管の更新 
738,600 千円 H21～H23 

老朽管更新事業 

老朽化した耐震性の低い

鋳鉄管や塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管の

更新 

157,000 千円 H26～H28 

  
ウ 配水管の整備 
 配水管の耐用年数は、概ね４０年とされていますが、各管種ごとに実績をふま

えた使用年数を定め、計画的な更新を実施します。 

事業名 事業内容 事業費 事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

配水管布設替事業 
出水不良対策や他工事

に合わせた配水管の更新 
2,836,500 千円 H21～H28 

   
エ 配水施設の更新 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

配水施設整備事業 
 幹線配水管の更新や主要

配水池の改修 
722,000 千円 H25～H28 

 
業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度

（目標値）

 2101 
経年化浄水 

施設率 
 ％ 0.0   0.0    0.0    0.0

2102 経年化設備率  ％ 46.7 41.2 39.2 30.0 

2103 経年化管路率 ％ 3.9 34.7 33.3 30.0 

2104 管路の更新率 ％ 1.5 1.1 5.1 1.5 
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（２）耐震設備の整備 

大規模地震発生時の給水拠点としての耐震貯水槽の設置を市関係部局に要請

します。また、主要配水池からの水の流出を防止する緊急時遮断弁の設置を進め

ます。 
  

ア 耐震貯水槽 
地震災害時の応急給水用として、耐震貯水槽を整備し、市民への給水を確保し

ます。 
 

イ 緊急時遮断弁 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

緊急遮断弁整備事

業 

 主要配水池からの地震等

による水の流出を防止する

ため遮断弁を設置 

150,000 千円 H21～H23 

 
業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成 28 年度

（目標値） 

2207 浄水施設耐震率 ％ 91.5 89.4 89.4 100.0 

2209 
配水池耐震 

施設率 
％ 85.9 86.２ 86.2 100.0 

2210 管路の耐震化率 ％ 20.6 20.2 20.3 25.0 

 
（３）防災知識の普及と災害情報の提供 

防災訓練等の機会を捉え需要者に対し、防災意識の高揚と防災グッズの普及を

図ります。また、ホームページやメールにより需要者自らが災害情報を簡単に入

手できるようシステムを構築します。 
 

ア 各種イベントへの積極的な参加 
    防災訓練等に積極的に参加し、市民により身近な水道を目指します。 
 
 
＊ 耐震貯水槽：地震発生初期に被災者が必要とする飲料水を確保し供給する施設で、市が整備し水道事業所が管

理することとしている。 
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イ 大口需要者への連絡システム 
    ホームページやメールにより災害情報提供の充実をはかります。また、大口需

要者への連絡システムを構築し、災害情報を的確に提供します。 
 
５－４ 効率的な経営を確立します 

（１）業務効率の推進 

事務の効率化・迅速化及び業務量の軽減化を図るためＩＴ化の推進を図ります。

また、業務効率の観点から浄水場の運転管理、料金関係事務や工事関係事務等に

ついて、市の水道事業における責任を明確にしたうえで、民間委託を推進します。 
 

ア 管網図のデジタルマッピング化 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

水道施設管理ｼｽﾃﾑ

構築事業 

管網図のデジタルマッピ

ング化 
60,000 千円 H23 

   （※市においてＧＩＳ（Geographic Information Systems）が導入された場合は、そのシステムにのせる） 

 

イ 民間委託の拡充 
     効率的な事業運営と給水サービス向上、経費節減を行うために外部委託の範囲

を広げ、民間委託が望ましいものを検討し推進します。現在委託しているものに

ついても適宜検討を行います。 
①水道料金徴収管理等業務

委託 

水道料金の契約－検針－調定－収納－給水停止

までの業務を委託 

②給水装置管理事務委託 給水装置工事にかかる一切の事務を委託 

③水道施設維持管理業務委

託の一元化 

個別に委託している運転管理、保守点検、植栽

管理、清掃などの業務の一元化を図る。 
 

 
ウ 効率的配水系統の見直し 

既存施設の有効活用を図り稼働率の均等化を図るため、配水区域の見直しを行

います。 
 

（２）人件費の抑制 

定員管理の適正化計画等により、人件費の抑制を図ります。人件費の割合を給水

収益の１５％以内に抑制します。 
 

（３）水道料金収納の見直し 

-28-



  

     水道事業の健全経営を継続するためには水道料金の安定的な収納が不可欠で

あり、水道料金についての理解を深めてもらうための啓発に努めます。 
また、水道料金の早期回収と収納率の向上を図るため、新たな料金収納サイク

ルを構築し、更に給水契約から料金収納に係る事務全般の業務委託を行ない収納

に係る経費の削減を図ります。 
 

ア 水道料金への理解向上 
広報紙やホームページ、パンフレットなどにより水道料金についてＰＲを行っ

ていきます。 
また、給水契約（使用申込み（開始）や使用中止（休止）など）の受付にあた

っては、料金の支払いや給水装置の管理などについて説明を行い、水道への理解

を深めていただきます。 
 

イ 水道料金収納の強化 
 

   ①料金収納サイクルの短縮化 
     現行の収納サイクルを見直し、督促以降の料金の早期回収に努めます。 
 

②料金徴収率の向上（口座振替の促進） 
     水道事業にとって最も効率のよい口座振替による支払いを促進するととも

に、口座振替を利用する方々へ料金体系以外でのサービスに努めます。 
 
   ③未収金管理（債権管理）の強化 

大多数の需要者の方々はきちんと水道料金を納めていただいていること、未

収金は資産として管理されていることを自覚し、需要者間の公平性の確保と見

かけ上の資産（不良債権）とならないよう、給水停止だけではなく強制執行を

見据えた収納管理の強化に努めます。 
 

④料金収納方法の拡充（カード支払いの検討） 
     料金の支払いについて口座振替や金融機関・コンビニエンスストアでの振込

みのほか、カード支払い等他の方法も検討することとします。 
 

ウ 水道料金徴収管理事務の委託 
    給水契約の受付から水道料金収納（給水停止処分）まで、電算システムの構築・

運用を含む料金徴収管理事務を委託し、収納事務に係る経費の節減化と職員によ

る水道料金の分析による経営計画の強化に努めます。  
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業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度 

 （目標値） 

5006 料金未納率 ％ 8.5 8.2 6.5 5.0 

5007 給水停止割合 ％ 17.7 18.0 19.0 10.0 

3207 
水道料金に対 

する苦情割合 

 
0.0 2.0 0.1 0.0 

＊ 口座振替率 ％ 88.9 88.4 88.2 90.0 

 
（４）資金の効率的運用 

資金の確実かつ効率的な運用を図るため、その管理及び運用に係る基本的な方

針を定め安全性を確保しつつ効率性を重視した資金管理を行います。  
 
（５）遊休資産の効率的運用 

本来業務に利用する目的がない資産や収益に貢献しない資産を、長期間にわた

って保有し続けることは、企業経営の面や経営効率の観点からも適切ではないの

で売却若しくは有償貸付などの方法により資産の有効活用を図ります。また、廃

棄処分している浄水汚泥の有効利用について検討します。 
 

ア 計画的施設の処分 
遊休資産（旧倉崎増圧ポンプ場、旧本宮ポンプ場）について土地の売却等によ

り維持管理費を軽減します。 
 

イ 建設副産物の有効利用 
    廃棄処分している浄水汚泥の有効利用について検討します。 
 
（６）業務評価の実施 

水道事業の業務評価の検証を行い、客観的評価による経営及び事業の改善を進

めます。 
 

（７）有収率の向上 

計画的な漏水調査を実施することにより、有収率の向上を図ります。 

事業名 事業内容 事業費 事業スケジュール

漏水調査事業 地上からの音聴調査 40,800 千円 H21～H25 

   

件/1000 件 
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業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度 

（目標値）

3002 経常収支比率 ％ 112.3 107.1 111.0 105.0 

3012 

給水収益に 

対する企業債 

残高の割合 

％ 549.5 592.7 570.4 450.0 

3018 有収率 ％ 81.5 79.6 81.0 92.0 

3022 流動比率 ％ 287.3 422.2 406.0 550.0 

3023 
自己資本 

構成比率 
％ 42.7 43.8 45.65 55.0 

5107 漏水率 ％ 11.3 12.0 11.7 6.0 

 
（８）水道料金の適正化 

水道事業は水道料金によって経営されていることから、水道事業を安定して継

続していくためには適正な水道料金の設定が不可欠です。 
人口減少の中、施設の更新時期に入ることから定員管理、経費節減等と合わせ

て将来の水道料金の適正化について適宜検討し、経営の健全化に努めます。加入

金、工事負担金や開発負担金についても適切な運用に努めます。また、地方公営

企業法第１７条の２に定める水道料金で賄うことが適当でない消防施設の設置、

維持管理に係る経費や災害対策事業に係る経費の一部等の適正な確保に努めま

す。 
将来の財政計画から総括原価の算定を行い、水道料金の適正化を図るための一

定年限での「再算定」などの制度導入を検討することとしますが、この計画期間

中の料金引き上げは行わない経営を基本とします。 
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５－５ 利用者に信頼される水道を目指します 

（１）窓口サービスの向上 

需要者のニーズを把握し事業運営における連携を深められるようアンケート

の実施拡大や積極的なＰＲ活動に努力します。また、料金窓口の案内やパンフレ

ットの作成等外国人向けの情報提供を充実させ、だれにも理解される水道事業を

目指します。 
 

ア 苦情や問い合わせには、市民の立場に立って親切で適切な対応を心がけ接遇の

向上を図ります。 
 

イ 外国人向け情報提供を充実 
外国語による案内板の設置やパンフレットを作成します。 

 
（２）広報活動の充実 

需要者が家庭でも気軽に水道についての情報が得られるようホームページな

どを利用し積極的な情報の公開に努めるとともに、水道利用者のニーズにあった

広報の充実を図ります。 
 

業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度 

（目標値） 

3002 経常収支比率 ％ 112.3 107.1 111.0 105.0 

3203 
アンケート情報

収集割合 

 
2.2 2.1 2.6 3.5 

3205 水道サービスに

対する苦情割合 

 
0.5 24.0 1.2 1.0 

 

人/1000 人 

件/1000 件 
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５－６ 環境にやさしい水道を目指します 

（１）省エネルギー対策 

「登米市環境方針」基づき環境に配慮した事業活動に努めます。循環型社会の形

成のために、グリーン購入（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

を率先して推進し、事業者として「自己処理責任の原則」のもと、４Ｒ活動へ積極

的に取り組み、ごみを出さない職場・製品づくりを目指します。設計段階から「環

境への配慮」を考慮するとともに職場一人ひとりの意識啓発、意識高揚に努めます。 
 

ア 業務上での環境負荷の軽減 
「登米市環境マネジメントシステム」の導入により業務に伴って発生する環境

負荷を軽減します。水道事業所においては平成 22 年度からシステムを導入し改

善のための取り組みを強化します。 
 

（２）新エネルギーの導入 

大気汚染や地球温暖化の原因である二酸化炭素（CO2）の排出等自動車の排気

ガスが人の健康や環境への影響が指摘されているので、負荷が低減される（環境

にやさしい）低公害車の導入を検討します。また、太陽光発電を利用した照明や、

水を利用した発電など新しいエネルギーの導入を検討します。 
 

ア 排出ガスの軽減 
     低公害車等の導入を検討します。 
 

イ 新エネルギーの活用 
施設の更新時に太陽光発電設備や水力発電等の新しいエネルギーの導入を検

討します。 
 
 
 
 
 

＊4R活動：1. Refuse（リフューズ：発生源でごみになるものを断つ（止める）） 

2.Reduce（リデュース：買う量・使う量を減らす） 

3.Reuse（リユース：洗ったりして、何度も使う） 

4.Recycle（リサイクル：資源に再生して再利用する） 
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業務指標

№ 
業務指標名 単位 

平成 

18 年度 

平成 

19 年度 

平成 

20 年度 

平成２８年度

（目標値）

3002 経常収支比率 ％ 112.3 107.1 111.0 105.0 

4006 

配水量１ 当

たり二酸化炭

素（ｃo2）排

出量 

 

248.8 226.6 252.1 200.0 

1005 

取水量１ 当

たり水源保全

投資額 

 
円/  0.0 0.0 0.0 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｇ.ｃo2/  
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け
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将
来
の
水
道
事
業
の
財
政
状
況
を
予
測
し
た
も
の
で
す
。

 

・
 
平
成
１
９
年
度
か
ら
２
１
年
度
ま
で
地
方
自
治
体
の
公
債
費
負
担
の
軽
減
化
の
た
め
公
的
資
金
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
行
っ
た
計
画
で
策
定
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
企
業
債
９

億
３
，
７
０
０
万
円
を
低
利
に
借
換
え
、
２
億
５
，
２
７
３
万
円
の
利
息
軽
減
と
な
り
ま
す
。

 

・
 
記
載
の
金
額
は
、
現
在
の
単
価
あ
る
い
は
過
去
の
実
績
の
伸
び
を
参
考
に
推
計
し
て
お
り
、
ま
た
水
需
要
な
ど
水
道
を
取
巻
く
環
境
も
変
化
し
ま
す
の
で
、
今
後
も
適
宜
見
直
し
を
行

な
っ
て
い
き
ま
す
。
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第７章  ビジョンの評価・見直し 

７－１ 評価・見直し 

本ビジョンの施策目標の達成状況及び各施策・方策の進捗状況を踏まえ、関係者の

意見を聴取しつつ、施策・方策の追加・見直しについて今後も適宜再検討を行います。 
登米市総合計画の中間期及び登米市行財政改革大綱の最終年度である平成２２年度

を目処に計画の見直しを実施し、時代の変化による修正に追加・見直しを繰り返し着

実な計画の達成に努めます。 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

このサイクルを経ることにより当初計画や事業推進に伴う問題点、事業の有効性など

を明確にして、計画の改訂を行います。 

Ｐ ＝ ＰＬＡＮ 計画策定 

目標をたててそれを実現するための方法を決める。 

Ｄ 

＝ 

Ｄ
Ｏ 

事
業
推
進 

目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
た
て
た
計
画
を
、
実
行
す
る
。

Ｃ ＝ ＣＨＥＣＫ 目標達成状況の確認 

実行が計画どおり行われているかを把握する。 

Ａ 

＝ 

Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ 

調
整
・
改
善 

把
握
し
た
情
報
を
基
に
、
計
画
が
達
成
可
能
か
を
判
断
し
調
整
・
改
善
を
す
る
。

計画実施のため

のＰＤＣＡｻｲｸﾙ 
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７－２ 業務指標（ＰＩ）の活用 

業務指標（（ＰＩ）は、日本水道協会が策定した水道事業ガイドラインに設定されて

おり、水道事業における施設の整備状況や経営状況等を総合的に評価するもので、全国

の水道事業体共通の指標となっています。背景となる情報（水源条件、地理的条件、都

市部と農村部、自然災害の度合い、水道の発展の度合いなど）が異なることにより、指

標の比較ができない項目もありますが、経年推移比較や同規模事業体との比較を行うな

ど、事業経営の自己診断や業績評価の道具として活用します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＊水道事業ガイドライン： （社）日本水道協会が平成１７年１月に全国統一となる規格を「水道事業ガイドライン」

として策定し、業務指標の項目数は６分類１３７項目。内４分類２９項目に独自指標１項目を加えて活用。 

*ＰＩ:Performance Indicator(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀｰ：公共サービスを指標化し、目に見える形で、わかりやすく住

民に公表するために 1993 年度からイギリスで導入されたのが始まり) 

 

-37-



  

 
 
 
 

資 料 

 

 
【活用する業務指標（ＰＩ）】 
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業務指標№ 業務指標名単位 算式／説明 

１．安心  

1001 

水源利用率 

＝（一日平均配水量

/確保している水源

水量）×100 

☆平均配水量に対する水源の「ゆとり度」「効率性」を表す。 

☆施設の効率的活用ということでは高いほうがいいが、水源の余裕

(1002)ということでは低いほうがいいことから、値の高低で優劣は

つけられない。 

 

1002 

水源余裕率 

＝{（確保している

水源水量/一日最大

配水量）－１}×100 

☆最大配水量に対する、水源の「ゆとり度」「渇水に対する安全度」

☆1001 水源利用率と背反していることから値の高低で優劣はつけら

れない。 

1005 
取水量１ｍ３あた 

り水源保全投資額 

☆ 水源保全に投資した費用とは、自己の水道水の水源流域に水源の

涵養、水質保全のための行為に要した年間投資額をいい、水道事

業体が独自の水源を要していないと水源保全の直接携わること

ないため、全ての水道事業者に適用されるものではない。 

 

（水質基準不適合回数/全検査回数）×100 
1104 水質基準不適合率 

☆基本的には「０％」となる。 

〔（１－（年間残留塩素最大濃度－残留塩素水質管理目標値）/残留塩

素水質管理目標値〕/×100 

1106 
塩素臭から見た 

おいしい水達成率 

☆塩素臭が不快と感じられなくなる基準値「０．４mg./L」をどれだ

け達成しているかを表す。ここで使用しているのは年間の最大値で

あり、常時この状況ではない。 

☆水道法では末端地域において０．１mg./L を満たす必要があるた

め、単に浄水場で注入率を下げればいいというわけではないが、残

留塩素低減化への総合的な施策による取組が必要と言われている。

給水栓からの水を対象とする。残留塩素濃度が０．８mg./L を下回

らないと指標値がプラスにならないため、０．８mg./L 以上の場合

は「０」とする。 

（総トリハロメタン最大濃度/総トリハロメタン濃度水質基準値）×

100 

1107 
総トリハロメタン 

濃度水質基準比 

☆トリハロメタンは塩素等で生成される消毒副生成物と呼ばれ、これ

らのうち４物質の合計を総トリハロメタンと呼ぶ。トリハロメタン

の中には人に対して発ガン性の可能性があるものがあり、水質基準

が設定されている。 
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２．安定  

法定耐用年数を超えた浄水施設能力/全浄水施設能力×100 

2101 経年化浄水施設率 

☆経年化とは、地方公営企業法施行規則第７条及び第８条関連の別表

代合の耐用年数を超えているものをいう。 

☆経年化した浄水施設（コンクリート構造物：耐用年数６０年）の割

合。 

経年化年数を超えている電気･機械設備数/電気･機械設備の総数×

100 2102 経年化設備率 

☆経年化した浄水施設の電気･機械設備 

法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長×100 

2103 経年化管路率 ☆経年化した管路の状況で、安定給水に向けて計画的に管路の更新を

実施しているかを示す。 

2104 

管路の更新率 

＝更新された管路

延長/管路総延長×

100 

☆管路総延長対する年間に更新された管路の割合を表し、管路の信頼

性確保に対する執行度合いを示す。管路総延長は導水管、配水管延

長の合計。 

2207 

浄水施設耐震率 

＝震災対策の施さ

れている浄水施設

能力／全浄水施設

能力×100 

☆耐震化の施されている浄水施設能力とは①水道施設耐震工法指針

で定めるレベル２、ランクＡの耐震基準で設計されているもの、ま

たは調査の結果この基準を満たしていると判断されたものを指す。

☆震災時においても浄水施設として安定的な浄水所ができるかどう

かを示したもの。 

2209 配水池耐震施設率 

☆耐震化の施されている配水池とは①水道施設耐震工法指針で定め

るレベル２、ランクＡの耐震基準で設計されているもの、または調

査の結果この基準を満たしていると判断されたものを指す。 

2210 

管路の耐震化率 

＝耐震管延長／管

路総延長×100 

☆耐震管とは、離脱防止機能継ぎ手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管

(溶接継手）及びポリエチレン管（高密度、熱融着継手）をいう。

2218 
給水装置の凍結 

発生率 

☆給水装置の凍結被害発生を表すもので、地域特性を示すものである

 

３．持続 

3002 

経常収支比率 

＝（営業収益＋営業

外収益）/（営業費

用+営業外費用）×

100 

☆営業収支に営業外収支を含めた比率であり、高いほど利益率が良

い。100%未満は経常損失が発生していることになる。 

☆水道事業の主要な経費が含まれていることから経営状況を表す

主要な比率である。 
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3012 

給水収益に対する 

企業債残高の割合 

＝企業債残高/給水

収益×100 

☆企業債残高（借入資本金）の規模と経営への影響を分析(企業債が

過大かどうか）するための指標である。企業債を全額償還するため

に給水収益を何年間投じればいいのかを表してもいる。（100%で 1

年となる）。 

3018 

有収率 

＝年間総有収水量/

年間総配水量×100 

☆有収水量は水道料金の算定基礎となった料金水量と、他会計から収

入のあった水量等である。有収水量は配水（給水)した水量がどの

程度収益につながっているかを表すものである。 

3022 

流動比率 

 

＝流動資産/流動負

債×100 

☆流動資産は現金預金と１年以内に現金化される債権をいい、流動負

債とは１年以内に償還しなければならない短期の債務をいい、流動

比率とは短期債務に対する支払い能力を表し、事業の財務安全性を

みる指標である。流動資産が流動負債を上回る額が内部留保資金で

あることから、この比率が大きいほど建設改良事業の財源を確保し

ていることにもなる。この比率が 100%を下回ると不良債務が発生

していることとなる。 

3023 

自己資本構成比率

＝（自己資本金＋剰

余金）/負債･資本合

計×100 

☆総資本（負債＋資本）に占める自己資本（自己資本金、資本剰余金）

の割合を表しており、長期的な財務健全性を示す指標である。水道

事業は施設の建設費の多くの部分を企業債に（借入資本金)よって

調達していることからこの指標値が低くなる傾向があるが、長期的

安定化をはかるためには自己資本の造成によってこの比率を高め

ていくことが必要である。公営企業では通常では負債に当る企業債

を借入資本としているが、本比率の算定にあたっては借入資本は資

本とはしていない。 

3105 

技術職員率 

＝技術職員総数/全

職員数×100 

☆技術職員とは水道施設の物理的維持管理、施設計画及び建設などに

携わる職員で水道事業体が定める者をいう。水道技術の承継の必要

性がいわれているが、この率が低くなることは水道事業体としての

直営での施設の維持管理等が難しくなることにつながる。 

全職員の水道業務経験年数/全職員数 
3106 

水道業務 

経験年数度 ☆人的資源としての専門技術の蓄積を示す指標である。 

アンケート回答人数／給水人口×1000 

3203 
アンケート情報 

収集割合 
☆水道事業に関するアンケート調査に回答した消費者の年間の総数

で、消費者のニーズの収集実行度を示すものである。 
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3205 

水道サービスに 

対する苦情割合 

＝水道サービス苦

情件数／給水件数

×1000 

☆苦情とは、消費者が期待した水道サービスとの相違点など、消費者

が水道事業者に対して持つ不満のうち、窓口に直接来訪、電話、文

書、メール等によって水道事業体に伝えられ、文書として年間に記

録されたものをいう。 

3207 
水道料金に対 

する苦情割合 

☆苦情のうち料金に関するもの。 

☆水道料金に関するものは水道料金制度等に関するものと調定収納

に関するものがある。 

 

４．環境  

〔総二酸化炭素（CO2）排出量／年間配水量〕×１０６ 

4006 

配水量１ｍ３当たり

二酸化炭素（CO2）

排出量 

☆総二酸化炭素排出量とは、水道事業全体で使用した燃料を、エネル

ギー換算値を参照し算出する。 

５．管理 

5006 

料金未納率 

＝年度末未納料金

総額/総料金収入額

×100 

☆当該年度の水道料金に対する未納率をいう。従って３月分水道料金

は全額未納となっている。この指標を経年的に比較することによっ

て料金滞納の度合いをみる指標のひとつとして利用する。 

5007 

給水停止割合 

＝給水停止件数／

給水件数×1000 

☆給水停止件数とは、水道料金の未納を理由として給水停止した年間

の件数をいう。給水停止は法的根拠に基づいて行なわれるので、正

確性・厳密性が重要である。健全な水道事業の運営上、水道料金の

回収は重要である。一部の支払いが滞っている市民需要者を放置す

ることは、大部分の期限内納入をしている市民需要者との公平性を

失することとなる。この指標を経年的に比較することによって料金

滞納の度合いをみる指標のひとつとして利用する。 

5106 

給水管の事故割合 

＝（給水管の事故件

数／給水件数）×

1000 

☆給水管の事故とは、年間に発生する水道メータ上流側の異常件数を

いう。給水装置の維持管理は、原則消費者において行なわれるべき

ものであるが、給水サービスの向上や無効水量削減の観点からも水

道事業者が積極的に関与し、適正な維持管理の促進を図ることが必

要である。この指標は給水管の健全性を示しているが、経年的に比

較することで、水道事業者の積極的関与の度合いをみる指標とする

ことも利用できる。 

5107 

漏水率 

＝年間漏水量/年間

配水量 

☆漏水は、浄水の損失のみでなく、エネルギー損失、給水不良、道路

陥没などの災害にもつながり大きな損失となる。この指標は事業効

率を示す代表的なものであり、管網整備等の施策の評価に利用する

こともできる。 
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（貯水槽水道指導件数/貯水槽水道総数）×100 

5115 貯水槽水道指導率 
☆ 貯水槽水道とは水道事業体に届けられている貯水槽水道総数で

ある。指導等は書面･口頭であることを問わない。    

 

＊ 口座振替率 

＝年度末口座振替

件数/調定件数×

100 

☆ 当該年度の水道料金に対する口座振替率をいう。この指標を経年

的に比較することによって料金収納の度合いをみる指標のひと

つとして利用する。また、現金取扱リスクの軽減と集金業務に

費やされる時間や労力を省き収納率の向上も見込める。 
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